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☎（5662）0400
　介護のことで悩んだり、ストレスを
感じたら、気軽にお電話ください。
日　月～金曜 8時30分～17時

介護ホットライン

6月30日㈭は住民税
の納期限（第1期）です

震
災
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
中
小
企
業
者
を
対
象
に

「
東
日
本
大
震
災
復
興
緊
急
保
証
」
を
新
設

「
水
銀
を
含
む
ご
み
」
の
出
し
方
に
ご
注
意

対象者（①～④のいずれかに該当） 制度利用の要件

特
定
被
災

区
域
内
（
※
）

① 地震・津波などにより直接被害を受けた
中小企業者（原発事故の警戒区域等内に
事業所を有する中小企業者を含む）

警

② 震災の影響により業況が悪化している中
小企業者 月

特
定
被
災

区
域
以
外

③ 特定被災区域内の事業者と取引関係があ
り、業況が悪化している中小企業者

④ 風評被害による契約の解除などの影響で
急激に業況が悪化している中小企業者

月

※ 岩手県・宮城県・福島県の各全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・
長野県の一部の市町村。

◎ ②～④は、上記要件についての区の認定書の提出が必要です。
◎ 認定基準・必要書類・申請手続きなど、詳しくは、区ホームページをご覧く
ださい。

カセットボンベ・スプレー缶・使い捨てライターなどは、ごみ収集車の火災の原因になります。必ず使い切って
から、ほかの燃やさないごみと分け、中身が見える別の袋で出してください。 清掃事業係☎（5662）8434

　

政
府
は
、
東
日
本
大
震
災

に
よ
り
直
接
的
・
間
接
的
に

被
害
を
受
け
た
中
小
企
業
者

を
対
象
に
、「
東
日
本
大
震

災
復
興
緊
急
保
証
」
を
創
設

し
ま
し
た
。

　

こ
の
保
証
制
度
は
、
既
に

あ
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保

証
な
ど
、
信
用
保
証
協
会
の

制
度
に
加
え
て
、
経
営
の
安

定
に
必
要
な
資
金
の
借
り
入

れ
を
支
援
す
る
も
の
で
す
。

● 

保
証
限
度
額　

無
担
保
8

0
0
0
万
円
、
最
大
2
億

8
0
0
0
万
円

● 

保
証
期
間　
10
年
以
内（
据

置
期
間
２
年
以
内
）

● 

利
子
補
給　

区
で
は
、
こ

の
保
証
に
対
応
し
た
東
京

都
の
融
資
制
度
「
災
害
緊

急
」
を
利
用
し
た
区
内
事

業
者
を
対
象
に
利
子
補
給

を
行
い
、
返
済
の
負
担
軽

減
を
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

問 

・
申
込
先

　

中
小
企
業
相
談
室

☎（
5
6
6
2
）0
5
3
8

　

昨
年
、
23
区
内
の
複
数
の

清
掃
工
場
に
お
い
て
、
水
銀

を
含
む
ご
み
が
原
因
で
、
焼

却
炉
を
停
止
す
る
事
態
が
発

生
し
ま
し
た
。
焼
却
炉
が
停

止
す
る
と
、
ご
み
の
収
集
が

遅
れ
る
だ
け
で
な
く
、
清
掃

工
場
の
設
備
復
旧
に
多
く
の

時
間
と
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が

多
発
す
る
と
、
ご
み
の
収
集

が
で
き
な
く
な
り
、
み
な
さ

ん
の
生
活
に
深
刻
な
影
響
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

区
民
・
事
業
者
の
み
な
さ

ん
が
、
正
し
い
分
別
方
法
で

ご
み
を
出
し
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

家
庭
か
ら
出
る
水
銀
を
含
む

ご
み
の
出
し
方

◎ 

水
銀
体
温
計
・
水
銀
血
圧

計
・
蛍
光
灯
⇩
燃
や
さ
な

い
ご
み
の
日
に
出
し
て
く

だ
さ
い

◎ 

ボ
タ
ン
型
電
池
⇩
販
売
店

の
回
収
ボ
ッ
ク
ス
へ
出
し

て
く
だ
さ
い

　

事
業
所
か
ら
出
る
水
銀
を

　

含
む
ご
み
の
出
し
方

　

法
律
・
条
例
に
基
づ
き
、

廃
棄
物
の
処
理
・
運
搬
を
許

可
さ
れ
た
業
者
に
委
託
を
す

る
な
ど
、
適
正
な
処
理
を
お

願
い
し
ま
す
。

問　

清
掃
事
業
係

☎（
5
6
6
2
）8
4
3
4

住民税（特別区民税・都民税）の納め方

～個人で納付してください～（年 4回） ～勤務先で給与から差し引かれます～
（ 6月～24年 5月までの毎月）

自営業・アルバイト収入など
個人で納める方　　　　 普通徴収

納税には便利なコンビニ、口座振替のご利用を
◇ コンビニで⇨コンビニで納付できるバーコード付き
納付書を送付します。ただし、納期限を過ぎた納付書、
1枚の金額が30万円を超える納付書では納められま
せん。区役所、各事務所、金融機関で納めてください。
◇ 口座振替で⇨納め忘れの心配がなく、納めに行く手間がかかりませ
ん。口座振替依頼書は区役所、各事務所で配付しています。また、
区ホームページでもダウンロードできます。
　申 問　納税係

転職・退職する方はご注意を
◎ 転職する方⇨新しい勤務先で特別徴収を継続でき
ない場合は、普通徴収になります。納税通知書を
送付しますので、同封の納付書で納めてください。

◎ 12月末までに退職する方⇨特別徴収を継続できな
い分は、普通徴収になります。退職後に納税通知
書を送付します。同封の納付書で納めてください。
※納付回数・時期は退職時期により異なります。

◎ 24年 1 月以降に退職する方⇨退職時の給与や退職
金などから一括で徴収されます。給与明細書など
でご確認ください。

サラリーマンなど会社で
納める方　　　　 特別徴収

6 月30日㈭ 8月31日㈬ 10月31日㈪ 24年1月31日㈫
23年度納期限

　「特別区民税・都民税納税通知書」を、 6月10日㈮に送付します。同封
の納付書で納めてください。 　「特別区民税・都民税特別徴収税額の決定通知書」を、

区から勤務先へ 5月11日に発送しました。勤務先からお
受け取りください。

納 める場所　区役所、各事務所、特別区指定の金融機関（銀行・信用金庫
・信用組合・農協など）、関東地方各都県および山梨県のゆうちょ銀行・
郵便局、コンビニ（コンビニエンスストア）

問


